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緊急事態宣言の発出に伴う授業実施方針と感染対策の徹底について 

 

 

既にご存じのとおり、新型コロナウイルス感染症の拡大を抑制するため、4 月 25 日

（日）～5 月 11 日（火）の期間において大阪府に 3 度目の緊急事態宣言が発出されま

した。これを受け、本学では直近の授業の実施方針を以下のとおりとします。 

 

１．授業の実施方針 

本学では 5 月 1 日（土）までの全ての授業を遠隔授業で行うことを通知していたと

ころですが、この度の緊急事態宣言の発出を受けて、全面的な遠隔授業の実施期間を

少なくとも 5 月 11 日（火）まで延長することとします。学生及び保証人の皆さまに

は何かとご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。 
なお、対面授業を再開する時期につきましては、緊急事態宣言の発出中の感染状況

の推移や宣言の解除時期などを注視しながら慎重に判断する必要がありますので、5
月 6 日（木）以降に改めて大学ホームページ及び学生ポータルで通知致します。 

 

２．感染対策の徹底 

新型コロナウイルス感染症の第 4 波の罹患者を年齢階層別でみると、20 代の若者

が最も多く感染していることが判っています。その多くは無症状や軽症で経過すると

されていますが、中には重症や死亡例、後遺症の報告もあります。その中で、大阪府

の重症病床使用率はほぼ 100％に達し、重症患者を他県に搬送する事態となっていま

す。皆さんは、医療系大学の学生としてこの現状を真剣に捉えて行動しなければなり

ません。医療のひっ迫状況をこれ以上悪化させないためにも、日々の生活において自

分自身の健康管理と感染対策の徹底に努めるよう、改めて強くお願いします。 
以下に具体的な感染対策を挙げます。各自、再確認して実行してください。 
 

  ○緊急事態宣言の発出中は、不要不急の外出を控える。 

○アルコールや石鹸でこまめに手指を消毒する。 

○毎日、朝夕に検温して平熱であることを確かめる。 

○自宅内でも感染には十分に気をつけて、換気や消毒を徹底する。 

  ○自宅や下宿等に複数人数が集まる勉強会や懇親会などは決して行わない。 

○屋外では必ずマスクを着用し、マスクなしの人には近づかない。 

  ○食事中やマスクなしの場面での会話は控え、飛沫の拡散を防ぐ。 

  ○自分の体調不良や同居人に感染者または濃厚接触者が発生した時には、 

直ちに大学へメールで連絡してください。大学の担当者から対応を指示 

する返信が入ります。（メール連絡先：renraku@kansai.ac.jp） 

 

以 上 


